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   個人情報取扱特記事項 

 

 （基本事項） 

第１条 この契約により、大東市（以下「発注者」という。）から事務の委託を受

けた者（以下「受注者」という。）は、この契約による事務を処理するに当たり、

個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５

７号）、その他の関係法令等を遵守し、個人情報の保護の重要性を認識の上、個

人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。 

 

（責任体制の整備） 

第２条 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、

その体制を維持するとともに、業務従事者の管理体制及び実施体制について、書

面により発注者に報告しなければならない。 

２ 受注者は、前項の規定に基づき報告した事項を変更した場合は、書面により発

注者に報告しなければならない。 

 

（業務責任者等の届出） 

第３条 受注者は、個人情報の取扱いに係る業務責任者を定め、書面により発注者

に報告しなければならない。 

２ 受注者は、業務責任者を変更した場合は、速やかに書面により発注者に報告し

なければならない。 

３ 業務責任者は、事務業務を適切に実施するよう業務従事者を監督しなければな

らない。 

 

 （秘密の保持） 

第４条 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだり

に他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 

２ 受注者は、この契約による事務に従事する者に対し、在職中及び退職後におい

ても、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知

らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、これに違反した場合は、個人

情報の保護に関する法律により罰則が適用される場合があることその他個人情報

の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 

３ 前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

（教育の実施） 

第５条 受注者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上その他

本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、業務従事者全員に対して実施

しなければならない。 

 

 （適正な管理） 

第６条 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、改ざ

ん、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講

じなければならない。なお、講ずべき措置における留意すべき点は次のとおりと

する。 

(1) 個人情報の利用者、作業場所及び保管場所の限定並びにその状況の台帳等へ

の記録 
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(2) 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室での個人情

報の保管 

(3) 個人情報を取り扱う場所の特定及び当該場所における名札（氏名、会社名、

所属名、役職等を記したもの）の着用 

(4) 定められた場所からの個人情報の持ち出しの禁止 

(5) 個人情報を電子データで持ち出す場合における電子データの暗号化処理等の

保護措置 

(6) 個人情報を移送する場合における移送時の体制の明確化 

(7) 個人情報を電子データで保管する場合における当該データが記録された媒体

及びそのバックアップの保管状況に係る確認及び点検 

(8) 私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んでの個人情報を

扱う作業の禁止 

(9) 個人情報を利用する作業を行うパソコンへの業務に関係のないアプリケーシ

ョンのインストールの禁止 

(10) その他、委託の内容に応じて、個人情報保護のための必要な措置 

(11) 上記項目の業務従事者への周知 

 

 （取得の制限） 

第７条 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するとき

は、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わ

なければならない。 

 

（再委託） 

第８条 受注者は、発注者の承諾がある場合を除き、この契約による事務の全部又

は一部を第三者（受注者の子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第

３号に規定する子会社をいう。）を含む。）に委託してはならない。なお、再委託

先が再々委託を行う場合以降も同様とする。 

２ 発注者は、前項の承諾をするに当たっては、少なくとも、別に定める条件を付

するものとする。 

 

（派遣労働者等の利用時の措置） 

第９条 受注者は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働

者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守さ

せなければならない。 

２ 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果に

ついて責任を負うものとする。 

 

 （目的外利用及び提供の禁止） 

第１０条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事

務に関して知り得た個人情報を当該事務の処理以外の目的に利用し、又は第三者

に提供してはならない。 

 

 （複写及び複製の禁止） 

第１１条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事

務を処理するために発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得し、若しくは

作成した個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 
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 （作業場所の指定等） 

第１２条 受注者は、発注者が指定する場所以外の場所で、この契約による個人情

報を取り扱う事務を処理してはならない。ただし、発注者が指定する場所以外の

場所で、この契約による個人情報を取り扱う事務を処理する必要がある場合にお

いて、あらかじめ当該作業場所における個人情報の安全確保に係る措置の内容を

届け出て、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

 

 （事故発生時の報告義務） 

第１３条 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じ

るおそれがあることを知ったときには、速やかに発注者に報告し、その指示に従

わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とす

る。 

 

 （資料等の返還等） 

第１４条 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受

け、又は受注者自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、

この契約の終了後直ちに発注者に返還し、若しくは引き渡し、又は発注者の指示

に従い抹消するものとする。ただし、発注者が別の方法を指示したときは、当該

方法によるものとする。 

 

 （調査及び勧告） 

第１５条 発注者は、受注者の契約の履行に係る個人情報の取扱いの状況につい

て、必要に応じて受注者及び再委託先に報告させ、又は随時実地に調査すること

ができる。 

２ 発注者は、受注者及び再委託先の契約の履行に係る個人情報の取扱いが不適当

と認めるときは、必要な勧告を書面で行うことができる。 

 

 （契約の解除及び損害賠償） 

第１６条 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めた

とき、又は故意若しくは過失により個人情報を漏えいしたと認めたときは、契約

の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。 

 

 （その他） 

第１７条 受注者は、第１条から前条までに定めるもののほか、個人情報の適正な

管理のために必要な措置を講じなければならない。 
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第８条第２項 関係  発注者が再 委託 を承諾する場 合に 付する条件  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）再委 託は、再々委託以降 を含 み、再委託 先は、再々委託先以 降を

含む。  

 

(1) 受注者は、業務の一部を再委託する場合は、再委託先の名称、再委託する理由、

再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安

全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明

確にしなければならない。 

(2) (1)の場合、受注者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるととも

に、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うも

のとする。 

(3) 受注者は、再委託先に対して本委託業務の一部を委託した場合は、その履行状況

を管理・監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理・監督の状況を報告し

なければならない。 

(4) (3)の場合、受注者は、発注者自らが再委託先に対して再委託された業務の履行状

況を管理・監督することについて、再委託先にあらかじめ承諾させなければなら

ない。 


